
Ｄ Ｖ 相 談 機 関 の 連 絡 先 

配偶者暴力相談支援センター 

機 関 名 電話番号 相談日時等 

愛知県女性相談センター 

（愛知県配偶者暴力相談支援センター） 
(052)962-2527 

月～金 9:00～21:00 

土、日 9:00～16:00 

(祝日・年末年始、施

設メンテナンス日

を除く） 

尾張駐在室 
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、 

小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、 

日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、 

愛知郡(東郷町)、西春日井郡（豊山町）、 

丹羽郡（大口町、扶桑町） 

(052)961-7211 

(内線 2323) 

月～金 9:00～17:00 

(祝日・年末年始除く） 

海部駐在室 
津島市、愛西市、弥富市、あま市、 

海部郡（大治町、蟹江町、飛島村） 

(0567)24-2134 

知多駐在室 
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、 

知多郡（阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、 

武豊町） 

(0569)31-0121 

西三河駐在室 
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、 

知立市、高浜市、額田郡（幸田町） 

(0564)27-2719 

豊田加茂駐在室 

 豊田市、みよし市 

(0565)33-0294 

新城設楽駐在室 

 新城市、北設楽郡（設楽町、東栄町、豊根村） 

(0536)23-8051 

東三河駐在室 

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 

(0532)54-5111 

(内線 301) 

 

愛知県男性 DV 被害者ホットライン 

 

080-1555-3055 

毎週土曜日 13:00～

16:00（第５土曜日・

祝日・年末年始除く） 

名古屋市配偶者暴力相談支援センター 

 名古屋市 
(052)351-5388 

月～金 10:00～17:00 

(祝日・年末年始除く） 

※連絡先は、愛知県福祉局福祉部地域福祉課の Web ページでも確認できます。 

※各市町などにも相談窓口があります。連絡先は愛知県地域福祉課 Web ページで

ご確認ください。  
  愛知県地域福祉課 Web ページ 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/ 
 

警察 

緊急の場合は１１０番通報するか、最寄りの警察署、交番、駐在所に通報して

ください。 

※ このページは、適宜コピーしてご活用ください。 

愛 知 県  地 域 福 祉 課

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/


 

 

 

（参考：ＤＶ被害者支援の流れ） 

 

 

 

 

 

Ｄ Ｖ 被 害 者 

◇ 医療機関（担当医師・保健師・助産師・  

看護師・医療ソーシャルワーカー等） 

・診察  

・ＤＶ被害の発見 

・本人の意思確認 

・本人の同意がある場合 

・重大な危害が迫っている場合 

・本人の同意がない場合（重大な 

危害が迫っている場合は除く） 

情報提供 

（相談機関等）

 

◇ 最寄りの警察署 

通 報 
◇ 配偶者暴力相談支援センター 

・ 県女性相談センター 

・ 名古屋市配偶者暴力相談支援センター 
連 携 

ＤＶ被害者と面接相談 

◇ 保護命令  

①接近禁止命令(6 ヶ月間)  

被害者、被害者の子ども（成

年に達しない子）及び 親族等

の身辺につきまとうことを禁

止する。  

 

②退去命令(2 ヶ月間)  

加害者を住居から退去させる

とともに、被害者の住居付近

のはいかいを禁止する。  

 

③電話等の禁止命令(6 ヶ月間) 

接近禁止命令と併せて、本人

の申し立てにより発令され

る。 

支 援 

◇ 一時保護 

（県女性相談センターのみ）

さらなる被害が及ばないよ

う、一定期間安全に生活する

ことができます。 

連 携 

 

 

◇ 関係機関 

福祉事務所 

母子生活支援施設 

婦人保護施設 

民間シェルター 

 
一時保護委託 


